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資料1
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資料2

≪見守り要請・対応記録票≫

■　見守り要請日時

平成　　　年　　月　　日　　曜日　／　　　時　　分

■　対象者の氏名

■　見守り要請先

■　見守り要請内容 

■町内会・自治会としての対応内容 
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資料3

（坊間型用）　　　　　　　　　　　札幌あい（愛）・あい（臼）ネット事業

坊間・配達時に地域の高齢者と日常的に搾する機
会の多い事業者の皆様に“地域のアンテナ符－を
訊爵いし手す

高齢才の見守り・′分合確認は、隣近所や町内会が主体となって行うことが基本であ
りますが、これら以外にも複数の見守りネットワークを持つことでより安心なまちづ

くりにつながることから、札幌「卜では地域のアンテナ役としての事業者の卜記の取組
みに対して、ご協力をお願いするものです。

く地域のアンテナ役（訪問型）とは＞

訪問、配達などのIl常業務の中で高齢者の様仁をそれとなく気にかけていただき、

異変受皐期⊆発見、必要な支援につなげることが役割です。

☆☆☆　アンテナ織の取組の具体例　☆☆☆

下記のようなことがあれば、※地域色満貫緩センターへご連絡下さい。 

（比に独‘の’ト摘ルート　お持ちの場合は　従」′　川の弄応　お願いしま〔） 

なお、訪問先で明らかに人が倒れているなど緊急を宇する場合臥救急車の手 

配や警寮へ連絡して下さい。 

記 

※受付時間：9時～17時（セロ、祝日、年末年始（291ト3R）を除く） 　　鼎 

地域包括支援センターとは？

市が高齢者に関する相談窓口として設置しており、以下の仕事を行っています。
・要支援認定を受けられた方の介護プランを作成します。

・高齢者やご家族の介護や福祉のさまざまなご相談に応じます。

・悪質な訪問販売や高齢者虐待のご相談に応じます。

・地域の方々と連携した介護予防の取り組みを行っております。

社会触祉土、主任介護支援中門員、保健帥など専門職ユがご相談をお受けしています。

○○区第〇地域包括支援センター（担当地区　〇、〇）

札幌市○○区○○町○○　　電話011一〇〇〇一〇〇〇〇

札幌あい（愛）・あい（目）ネット事業とは

具体的には1）相談窓口の開設、2）出前講座、3）パンフレットの作成、4）シンポジウムの開催をして
います。また、このチラシに掲載している“事業者と連携した見守りや安否確認等の取組み（モデ
ル事業）”も、この事業の一つとして行っていま釆

このチラシ等に関するお問い合わせは

札蠣市保健権祉局高齢保健楕祉繹高齢楕祉嬢mZI卜2970



資料4

（来店型用）　　　　　　　　　　　　　札幌あい（愛ト（臼）ネット事業 

来店時等亡に地域の高齢者と日常的に搾する機会 � 
の多い事業者の皆様に“地域のアンテナ待－を訴願 ��

いし手書 

高齢昔の日常生活における困りごとや介護サービスが必要であるにもかかわらず 

末だ利用していないノバこついて、サービス提供を受けるきっかけづくりにつなげるた 

め、札幌市では地域のアンテナ役としての！1－1二業者の下記の助組みに対して、ご協力を 

お原糾、するものです。 

＜地域のアンテナ役（来店型）とは＞ 

来店時における日常の業務の中で、高齢者の様子をそれとなく気にかけていただき、状況に ��

応じて認知症の早期発見や生活機能の低下予怖・複義につなげていくことが役割です。 

☆☆☆　アンテナ織の取組の具体例　☆☆☆ 

下記のようなことがあれば、“地積包括電柵センターについてのチラシ”啓と魯活用して ��

来店者へ周知願います。また、必零に応じて、※地積包括ま攫センターへご連絡下さい。 
記 

○毎日来店しているのに、4，5日来ていない。 

○服装が、汚れが目立ち、乱れてきた。 

○レジでの支払いがスムーズにできなくなっている。 

○お届け伝票に住所記載することが困難になっている。　　など 

※受付暗闇：9時～17時（十日．祝日、年末年始（29日～3日）を除く） 

｛1 

地域包括支援センターとは？ 

市が高齢者に関する相談窓口として設置しており、以下の仕事を行っています。 
・要支援認定を受けられた方の介護プランを作成します。 

・高齢者やご家族の介護や福祉のさまざまなご相談に応じます。 

・悪質な訪問販売や高齢者虐待のご相談に応じます。 

・地域の方々と連携した介護予防の取り組みを行っております。 

社会福祉上、主tt介護支援小二門員、保健師など専門職Hがご相談をお受けしています。 

○○区第〇地域包括支援センター（担当地区　〇、〇） 

札幌市○○区○○町○○　　　　電話011－000－0000 

札幌あい（愛）・あい（R）ネット事業とは 

この事業は、市民への啓発に重点を置いて孤立死防止に向けたさまざまな取組みを行うもので、 

具体的には1）相談窓口の開設、2）出前講座、3）パンフレットの作成、4）シンポジウムの開催をして 
います。また、このチラシに掲載している“事業者と連携した見守りや安否確認等の取組み（モデ 
ル事業）”も、この事業の一つとして行っています。 

このチラシ等に関するお問い合わせは 

札蠣市保健福祉局高齢傷儀楕社繹高齢橋杜譲mZII－2970 
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